
遺産分割協議書作成までのタイムスケジュール
（相続税の申告の提出が必要ない方）

（R4.11.1） 被相続人の死亡日

（R　.　.　） ※死亡届

　　　↓ 　健康保険証等の返戻
　　　↓ 　遺族年金の請求など

↓

（R　.　.　） ※被相続人の生まれてから

↓ 　死亡するまでのすべてのもの
　　　↓ ※全ての相続人の現在のもの

↓

（R　.　.　）

　　　↓ ※パソコンで作成

↓ 　（手書きでも可）

（R　.　.　）

　　　↓ 預貯金
　　　↓ 生命保険
　　　↓ 株式・投資信託
　　　↓ 不動産
　　　↓ その他の財産

↓

（R　.　.　） ※エクセルで作成すると便利

↓ ※評価額を記載

↓

（R　.　.　） ※公証役場で調査

↓ 先でも可 ※法務局で調査
　　　↓ ※自筆証書遺言は家庭裁判所
　　　↓ 　の検認が必要
　　　↓

（R　.　.　） ※期限はありません。

　　　↓ 　遠方の方はＷＥＢ等を活用
　　　↓

※合意できなければ家裁の調停へ

　　　↓

　　　↓

（R　.　.　）

↓ ※各人が自筆で署名・押印
↓ 　押印は実印で
↓ 　印鑑証明書を添付

（R　.　.　） 預貯金の解約・不動産の相続登記など

遺産分割の協議

遺産分割協議書の作成

合　　意

遺言書の確認

財産目録の作成

期　　限 項　　目

役所への届出

戸籍謄本の収集

相続財産の調査

法定相続情報の作成
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